
 

７水港第 2848 号 

令和８年３月 17 日 

石川県 漁港・漁場・漁村・海岸・災害関係事業担当主務課長 殿 

 

水産庁漁港漁場整備部 

事業課長 

防災漁村課長 

 

令和８年度 能登半島地震の復興・復旧事業等における積算方法等について 

 

工事の予定価格の作成については、今般、基準において想定している状況と実態に乖離が見ら

れることを踏まえ、下記のとおり措置することとしたので、参考までに通知します。 

なお、貴管下の関係市町村に対しては貴職からこの旨通知願います。 

 

  



 

 

記 

 

１．適用対象工事 

石川県内で実施される工事で、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までに入札書提出

期限日を設定する工事。 

 

２．補正方法 

（１）日当たり作業量の補正 

【対象歩掛】土工に関する歩掛 

【対象地域】石川県内の中能登地域（七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町）及び

奥能登地域（輪島市、珠洲市、穴水町、能登町） 

【補正内容】作業日当たりの標準日当たり作業量を２０％低下する補正 

※補正後の作業日当たり作業量＝作業日当たりの標準日当たり作業量×０．８ 

 

【対象歩掛】アスファルト舗装工に関する歩掛 

【対象地域】石川県内の中能登地域（七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町）及び

奥能登地域（輪島市、珠洲市、穴水町、能登町） 

【補正内容】作業日当たりの標準日当たり作業量を１０％低下する補正 

※補正後の作業日当たり作業量＝作業日当たりの標準日当たり作業量×０．９ 

 

３．適用にあたって 

当該補正を行って積算を行う工事であることを入札公告等に明記し、予定価格の算出に当た

っては、本通知に基づき算出をすること。 

 

 

４．既契約工事について 

既契約工事については、本運用の適用対象外とする。 

 

５．その他 
入札書提出期限が令和８年３月１日から同月 31 日までの工事については、上記補正に関する

周知期間等を考慮し、以下の措置を講じる。 
（１）措置の内容 

ア 工事等の発注者又は受注者は、令和８年４月１日以降、「工事の請負契約に係る契約書に

ついて」（平成７年 10 月 24 日付け７経第 1492 号農林水産事務次官通知）別紙工事請負契約

書第 62 条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行う

ことができるものとする。 
 

変更後の請負代金額等＝Ｐ補×ｋ 



 

この式において、「Ｐ補」及び「ｋ」は、それぞれ以下を表すものとする。 
Ｐ補：「令和８年度能登半島地震の復興・復旧事業等における積算方法等について」に

基づき積算された予定価格に相当する額 
（単価は入札書の提出期限の日のもの）  

ｋ：当初契約の落札率  
 

（２）その他  
入札説明書において本取扱いについて明示するものとする。なお、既に入札公告を行ってい

る場合にも、同様に入札説明書を修正するものとするが、入札書提出期限までに修正が間に合

わない場合は、契約後、受注者に本通知の適用対象工事である旨を説明し、受注者が本通知に

基づく変更を希望する場合は５の（１）アの方法により協議を行うものとする。 
 

（入札説明書記載例）  
○工事概要 
（○）本工事は、令和７年度積算基準に基づくものであるが、令和８年３月に「令和８年度 

能登半島地震の復興・復旧事業等における積算方法等について」が通知されたことを踏

まえ、次のとおり措置を講じる。 
ア 本工事の発注者又は受注者は、令和７年４月１日以降、工事請負契約書第 62 条の

規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額に変更する協議を行うことが

できるものとする。 
 

変更後の請負代金額＝Ｐ補×ｋ 
この式において、「Ｐ補」及び「ｋ」は、それぞれ以下を表すものとする。 
Ｐ補：「令和８年度能登半島地震の復興・復旧事業等における積算方法等について」

に基づき積算された予定価格に相当する額（単価は入札書の提出期限の日

のもの） 
ｋ：当初契約の落札率 

 
 

 


